
 

  
 

大和市告示第５号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次のとおり市道の路線を廃止 

し、同法第１８条第２項の規定により令和３年１月８日から供用を廃止する。 

 なお、関係図面は、本市都市施設部道路・河川管理課において、令和３年１月８日から２週間（た

だし、日曜日及び土曜日を除く。）の一般の縦覧に供する。 

令和３年１月８日 

大和市長   大 木   哲 

 
 

路 線 名 起   点 終   点 幅 員 延 長 

深見１９号 
 
深見字城ヶ岡 

１２０番先

 
深見字城ヶ岡 

１２３番先

ｍ 

2.73 

 

ｍ

32.34 

 

文ヶ岡２４９号 
 
上草柳字扇野 

５３７番１先

 
上草柳字扇野 

５３６番１先

 

1.82 

 

32.07 

 

下福田３８号 

 

福田字甲五ノ区 

１０００番先

 

福田字甲五ノ区 

９８６番先

 

1.22 

 

28.30 

下福田４４号 

 

福田字甲五ノ区 

１０２４番２先

 

福田字甲五ノ区 

１０１７番先

 

1.22 

 

83.25 

下福田４６号 

 

福田字甲五ノ区 

１０３５番２先

 

福田字甲五ノ区 

１０２９番先

 

1.22 

 

68.19 

下福田１６６号 

 

福田字甲四ノ区 

６４２番３

 

福田字甲四ノ区 

６３７番９

 

2.43 

 

29.82 

下福田１７２号 

 

福田字甲四ノ区 

６３１番先

 

福田字甲四ノ区 

６２８番１先

 

1.82 

 

33.34 

下福田１７４号 

 

福田字甲五ノ区 

９３３番７

 

福田字甲五ノ区 

９３７番４

 

1.57 

 ～3.36 

61.26 

下福田１７６号 

 

福田字甲五ノ区 

９２２番先

 

福田字甲五ノ区 

９２７番１先

 

1.22 

 

67.39 



 

  
 

下福田１８０号 

 

福田字甲五ノ区 

１０４５番４

 

福田字甲五ノ区 

１０４１番３

 

1.39 

 ～3.31 

72.03 

下福田１８４号 

 

福田字甲五ノ区 

１０４６番３

 

福田字甲五ノ区 

１０５０番３

 

1.52 

 

74.71 

下福田１８６号 
 

福田字甲五ノ区 

１０５６番１先

 

福田字甲五ノ区 

１０５１番先

 

1.22 

 

57.06 

 


